
政令指定都市における費用弁償の支給状混 I 

都市名 議会、委員会等への参集時 市内視察時 市外視察時

札幌 × x 旅費条例に準じ支給

仙台 x x 旅費条例に準じ支給
（市長に準ずる）

さいたま x 旅費条例に準じ支給 旅費条例に準じ支給
（市長に準ずる） （市長！こ準ずる）

車賃 1kmlこっき 37円
日当 1日につき 1,900円

千葉 × × 宿泊料 1夜につき 16,500円
食卓料 1夜につき 3,800円
上記以外は旅費条例に準じ支給

川崎 実（議費員相の当住額居～議場〕 × 
旅費条例に準じ支給
（特等級）
宿泊料 1夜につき 16,500円

相模原 実費相当額 旅費条例に準じ支給 食卓料 1夜につき 3,300円
上記以外は旅費条例に準じ支給

新潟 × 旅（市費長条に例準にず準るじ）支給
旅費条例に準じ支給
（市長に準ずる）

静岡
実質相当額 白骨費条例に準じ支給 旅費条例に準じ支給
（公共交通機関のみ） （市長に準ずる） （市長に準ずる）

浜松 × × 
旅費条例に準じ支給
（副市長に準ずる）

名古屋 × × 
旅費条例に準じ支給
（特別職に準ずる）

京都 × 
旅費条例に準じ支給 旅費条例に準じ支給
（特級に準ずる） （特級に準ずる）

大阪 x x 旅費条例に準じ支給

堺 x × 
旅費条例に準じ支給
(1等級に準ずる）

議員の居住地の区分により 議員の居住地の区分により

神戸
議員の居住地の区分により 日額3,000円、4,000円、5,000円 日額3,000円、 4,000円、5,000円
日額3,000円、4,000円、 5,000円 加えて、旅費条例に準じ支給 加えて、旅費条例に準じ支給

（第1級に準じる） （第1級に準じる）

車賃 1kmにつき 37円
日当 1日につき 3,000円

岡山 × 
旅費条例に準じ支給 宿泊料 1夜につき 14,800円
（市長に準ずる） 食車料 1夜につき 3,000円

上記以外は旅費条例に準じ支給
（市長に準じる）

日額 5,000円（Skm以内）
旅費条例に準じ支給

広島 日額 8,000用 (Skm超） × 
（市長に準ずる）

（住居～議場までの直線距離）

北九州 x 旅費条例に準じ支給 旅費条例に準じ支給
（市長に準ずる） （市長に準ずる）

日額 1,000円（5km未満）

福岡
日額 2,000円 (5km～10km) 旅費条例に準じ支給 旅費条例に準じ支給
日額 3,000円（10km以上） （特等級に準ずる） （特等級に準ずる）
（交通機関の片道営業距離）

日額 5,000円（4km未満）

熊本
日額 6,000円 (4km～8km) 旅費条例に準じ支給 旅費条例に準じ支給
日額 7,000円（8km以上） (1号区分） (1号区分）
（住居～議場までの直線距離）



費用弁償の支給について（案）

1 支給の範囲

2 

現 イ’丁ー 変 更 （案）

横浜市市会議員の議員報酬、ー費用弁償及 現行条例による支給に加え、

び期末手当に関する条例において ① 地方自治法に基づく会議等（本会議、

（費用弁償） 委員会等）への出席

第5条議員が職務のため市外に出張した ②市内に出張したとき（委員会視察等）

ときは、費用弁償として旅費を支給する。 を支給対象とする。

と規定され、市外に出張したときのみを支

給対象としている。（行政視察等）

盲目
R

－
em省
一の一給

一
環

支一2
F
 変行 更 （案）

横浜市市会議員の議I1 市外に出張したときは、現行どおりとする。

員報酬、費用弁償及びI2 支給範囲を拡大するもの

期末手当に関する条例l①会議等への出席 市百町一通語一日忌
において 院で去費支給 定干一面豆長5一一一

（費用弁償） I 自宅から市会棟までの公共交｜市外に出張したときと同

第5条省略 l通機関の往復運賃又は車賃を費ト様に、旅費のみを費用弁償

2 前項の旅費は、横l用弁償として支給 ｜として支給（横浜市旅費条

浜市旅費条例（昭和I（自宅から市会棟までの直線往4列、特号の額）

2 3年 10月横浜市l復距離× 37円）

条例第73 号）中、 I言2云語函~長五一
特号の者に支給する

額により、同条例を

準用してこれを支給

する。

と規定され、市外に

出張したときは、特号

の旅費を支給とされて

市会棟のある中区を基準と

して交通手段にかかわらず居住

する行政区で定額を費用弁償と

して支給

1, 000円：神奈川、西、中、南、

磯子

いる。
2,000円・鶴見、港南、保土ケ谷、

旭、金沢、港北、

栄

3,000円・緑、青葉、都筑、戸塚、

泉、瀬谷

案3 案 1の実費支給又は案2

の実費相当分に加え、日当（横

浜市旅費条例、特号の額3,300

円）を費用弁償として支給

案2 実費支給等

①の会議等への出席に要

する経費に加え、市内の出

張に係る旅費をあわせ費用

弁償として支給（横浜市旅

費条例、特号の額）



3 
基本的な論点（ 5 ) 「議員の政治倫E旦報酬、政務調査費、研修」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の

協議結果
検討項目

大分類 中分類 （抽象化） 提案
検討内容 備考

会派

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公正かつ清廉を基本姿勢とし、常に政治倫
理意識に徹した議員活動に取り組むに当たコて‘必要な事項を定めることを目的とした
横浜市会議員政治倫理条例や要綱を制定することについて協議した結果、

（多数意見〉

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公正かつ清廉を基本
市会独自で寄附禁止事項や団体役員などの兼業

横溢甫会議昌{1_,芭に政治倫理意謎に徹！，，色議昌t孟動にlll<'..1紹んで盆t../，理法でl;b
姿勢とし、常に政治倫理意識に徹した議員活動に取り組むに当 政治i由理条倒空軍鋼査特設担｜ます盈必霊l孟荏いa

a.政治倫理 ヨコ会 禁止を規定するなど、市民にわかりやすく理解協力 今後も引き続者、市民の負訴に応走るため、政治倫理の向卜に努め、公定及び誠実にたって、必要な事項を定めることを目的とした横浜市会議員政
を求める事項を強調する。

治倫理条例や要綱を制定する。 雄官盆令21山岳つ市~Q2f主表と L<J:皐心亙び音｛王様~祷2でs 品i立査i呈梼」識E，盈
養うよう努めてい〈内

｛少数意見〉
議会基本条例を制定し、議会・議員の役割などとともに規定すべきである。

公明 議員報酬の適正額の考え方

（ ーーーーー””・・・ ー・・ーーーーーーーーーーー・・M ・M 崎』曲開『『’”・曹関・ーーーーー・・ーーーーーーーーーー・・・・・・・ーー・・・・・・・・・・・・崎明”唱『・””ーーーーー・ －ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
議員報酬については、地方自治法の趣旨を踏まえ、横浜市の財政規模、事務の範囲、5 

議会及び議員活動に専念できる制度的な保障、公選としての職務や糞任等を考慮し、議
） 

論するべきであることを踏まえ、そのあり方や適正額について協議した結果、

議
① 

横浜市の議員報酬は、全国の市町村で電最高となっている（名古
（多数意見〉員 共産 屋市と大阪市は現在減額中）。厳しい財政状況のなか、議員も

議員報酬を2劃削減し、政令市平均並みとするロ
の

政 身を削るべきだとの声員が報あがっているが、身を削るのなら議員 当季昌令｛構返市会基本盆盤lf'2塑｜定に盟す~翻杏特別季昌会］玄{1_, 「市会til:.QL役
政

治
b議員報酬 定数の削減ではなく議 酬の削減が有効である。 書lほt主主に勢揖kJ:い王宮自主a甫会＠守法盤能量晶盈盈など2 市会Q2自主的・自達也主

r，ムロ 倫 改革牽一層推進」でい三 l:J::，市会議昌とkJ:Q2活動全謹会活動Q2盗U方怠ど盈昭確に

倫
E里 す~＇＆め2 謀本条倒Q2劃窟に園する翻杏・槍詰~h2』とa l査位謹事件とし主謹論k
、

工いるζ と虫、 s. こQ2謹論~鰐立後s 必専に$！.＜Ifill険協議するaE里
、 報 ー・．．．．．．．．．－ーーーーーーーーーー・・・岨』胃句何回・ーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－崎－－・’””ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・・・・ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー

幸E
酬 〈少数意見〉
、

全体の経費という観点から、議員報酬、費用弁償、政務活動費、議員定数について全酬
、 政

ヨコ会 正副委員長報酬の見直し（廃止等） 報酬の廃止
体的に議論すべきである。

務
政

翻
務

査
調

費
査 費用弁償については、横浜市会は、平成 19年度より目額支給の費用弁償を廃止
費 し、 「議員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給す、

る。」と条例に規定し、市外に出張したときのみ支給しているが、費用弁償は、
研 「その職務を行うため要する費用」の弁償であることから‘支給の範囲等について
修 協議した結果、

民主 実費相当の交通費を支給
通常ノレートによる交通手段を設定し、実費相当の交

〈多数意見〉
通費を支給すべき。

令謹筈に出席！..＜＇＆場合においでま：塞藍担当Q2萱思弁償ま玄翁玄~＇

〈少数意見〉

。費用弁償
－別途協議する。
－現行どおりとする。
・全体の経費という観点から、議員報酬、費用弁償、政務活動費、議員定数について全ー・．．．．．．．．・・崎『ー－－－ー『胃圃・・・・・・・・・・・・・・ーーーーー・・・・－－－d 句旬回ー旬ー，，F ・・・・・・・・・ーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・回・・・・ ．・・・・・・・．．．ー・・・・・』ーー曹関開明開ーーー同ー『胃ー胸ーーーー戸F開喧帽．．．開司ーーー－－句司・ーーー・・
体的に議論すべきである。

※ 費用弁償の支給形態等については、次回委員会において協議

公明 議員活動の制度的支援 議員活動費、秘書制度、交通費の支給 2 議員活動の制度的支援については、地方自治法が改正され、新たな政務活動費の範
固において、議員の調査研究その他の，舌動に資する経費の一部が対象となったが、そ
の他公費における新たな制度的支援について協議した結果、
公萱に盆l土j皇室li＇＆な量IJf.菅阻害擦についJ:{1_,法的に韓」いこと虫、s.>lH王ど怠Uとす
ることま全会一致室主12て決産主主ι



基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の

協議結果検討項目
大分類 中分類 （抽象化） 提案

検討内容 備考会派

民主 政務調査費の使途基準
使途基準は、都市に働く議員として幅を持たせるべ
き。 政務活動費は、地方議会の活性化を図る趣旨から、議員の調査活動の基盤を充実強化

ー・．．．．．．．．．．．．．幽崎両『・・・・ーーー・・・・ーーーー『明胃．．．．．．．．．．．．圃晶・・M『司司『・・・・・・ーーーーーー・－－－”・帽圃・・・・・ーーーーーー・・・・・・・・句・・ーーーーー・『・・ーーーーーーーーーー・・－－－喝司．．，ーーーーーーーーーー・・・・・ー・・唱句d『．．．．，． するために必要なものであるが、その使途基準ゃあり方について協議した結果、
公明 政務調査費のあり方 実費弁償移行等

〈多数意見）ー・・・・・・・ーー・－・・・旬『・・・・・ーーーーーーー・・旬開．．”・・・ーーーーー・回・－－司ー『胃田・ーーーー・・・・ーーー・・・ー再開．．”・・ーーーーーーーー・・・・・・・ー崎帽・ーーー・4・・・・・・ーーーーー－－－－－－－司再開”ーーーー・ーーーーーーー－－－－－－－”””・”ーーーーーー
封負方自治；圭1!2il事正に佳いa繍返市会政務調杏萱1!2gf立に因する条倒が一部改正まれ当

主E立に政務j孟動萱と」玄イ害訴基準が条倒に明記室れ色」とa 茎'k.ョすべて包鍾』医書包耳
d政務調査費 ！，，釜公園！..＜ :r:い~こと虫、!2.. 現在ど怠 IJ1!2J!& U扱いとす蚤a

政務調査費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、 ・政務調査費は、領収書の公開だけでなく、調査研

共産
市民に報告するために必要なものであるが、その一方で第二の 究報告書など成果物と会計帳簿も公開する。 〈少数意見）
報酬などともいわれており、市民合意が得られているとは思わ －政務調査費の金額は、市民参加で妥当かどうか 議会活動にどう生かすのか、生かされたのかを含め公開する。
れない部分がある。 検討し、市民の理解をえられる適正な水準とする。 市民が見やすい公開場所を設置し、期間を定め、領収書及び成果物等を公開する。

横浜市会議員の海外視察は、議員派遣制度により実施しているが、議員派遣制度は平
成14年の地方自治法の改正により、議会の調査権の一部として、同法第100条第13項で新

（ 

① 
たに規定されたもので、横浜市会の「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」による運用

5 では、議員としての経歴が2年に満たない期間は実施できないこと、また、 1期議員と
政 2期以上の議員とで旅費限度額に差を生じさせている。） j台 公明 海外視察の公費負担のあり方

議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、かつ合議制の議事機関で
議

倫 ある議会を構成する一員として、等しくその役割を担うものであることから、議会の調
員

理 査権の執行にあたって、調査を行う議員で差があること等、海外視察の公費負担のあり、
の

報
方について協議した結果、

政
治

酬 〈多数意見）、
倫 政

e議員派遣 ・句”ーー・・ーーー・・・・・－－－’””’・・・・・・・・ーー・・・M 圃』同『・”・・・ーー－－－－－－－－””’胃開・ーー－－－－－－－－－－．””帽再開園・・ーーーーー・・ーーー ．－－－．”’ーーーー・・・・・・・・・・・・・・・－－－旬司『胃胃・ーーーーー・・・ーーーーー・・・・・・・・・・・ー 海位認望星包2軍屈に当た2Il韮2 現行どお口議昌とLoで112経歴が2隼に温左往い組問l韮
1里 塞姉玄室生い』ととし2 底萱Im唐額tt.ー窪田婚とす盈a 室t，主E告書112公園について
、 務 tt. i)i狂どおU行い2 市医へ112情誼穆盤及び議昌国で包f置童日誌宥牽図2でいまa

華民
調 現在、議員1人あたり l期4年間で120万円、 l期目の議員は3

酬
査 年目以降60万円を限度とする海外視察費が計上されている。海 〈少数意見〉

、 費 外のすぐれた事例を調査することは横浜市政のために役立つ場 . 2年に満たない期聞を概ねとし、旅費限度額は、現行予算の範囲内で一律同額とす
政 合もあるが、そうであれば、 1期の議員は60万円を限度とする

海外視察は、政務調査費で行い、全行程と領収書
る。

務
共産

という差別があるのはおかしい。 を公開する。現行の公費による海外視察は廃止す
・海外視察は、議員派遣制度ではなく政務活動費で実施する。

調 近年、地方財政は厳しい状況におかれ、観光まがいの海外視察
る。

－議員派遣としての海外視察は廃止する。
査 に対して市民の批判があがっており中止・凍結している議会が －視察報告書は速やかに提出し、本会議に報告するとともに公開する。
費 多い。
、 との意見に分かれたが、多数意界型軽もって決定した。

研
修

横浜市会の議員定数については、平成23年改選において92人から86人と 6減とした
が、平成27年改選に向け協議した結果、

f議員定数 遅王とあ平成26年第4国産飽l会茎主に園長会議及び市会評嘗悉曇令におい玄ョ主成22
年国塾調杏112確産自盲に基づ王室litこts,_各選拳区選出謹昌数筈112必事担条宣11改正室fl2」と
ま合会一致室主l2工法定したa

改選後の新人議員に対する研修会や説明会及び議員連盟が、その活動を通じて特定の
市政の課題等に関する議員間の共通認識を深めるため、議員を対象として行う研修会の

②研修 制度的な位置付けについて、協議した結果、
代表者必i2112虫請に某づ童2 議長が丞認して符2謹会112議昌程修とすることま令会一

致査'h2工；安富し左a

2 



4 
大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の
検討項目

提案
協議結果

大分類 中分類 （抽象化）
会派 検討肉容 備考

横浜市は、我が国の経済をけん引する役割を果たしていく責務があるが、現行の
指定都市制度では、その能力を十分に発揮できるような制度的位置づけになって
いないこと、また、市民の暮らしを支え、さらに経済を活性化していくために
は、大都市横浜が持つ力を存分に発揮できる制度が必要であることから、特別自
；台市制度を目指している。

①規模の大きな自治体においては、一人の長によって民意を汲
特別自治市制度に関しては、現在、大都市行財政制度特別委員会及び政策・総

むよりも、各区より選出された議員達によって予算編成と行政 地方政府の形態は二元代表制のみでなく地方
務・財政委員会において議論が行われていることから、現行制度において議会が

執行を行う方が、きめ細かい民意の市政反映を可能にする。② 区に関与する仕組みについて協議した結果、

規模の大きな自治体の議会では政党政治（会派運営）が定着し
議院内閣制等を導入可能とする地方自治法改

国政との連動も顕著である。党議拘束を生かした政党政治を行
正を国に要望する。住民投票によって横浜市会 1 嘗i王季昌舎の審杏においてl<b必要に応じ季昌会とL<て区長の出席を求め左

a.地方自治制度 民主 うのであれば議院内閣制を採用するべきで、少なくとも自治体
と横浜市長の権限配分を決定出来る自治法へ 場合当当諮区長l<bfill.咽量とL<て出席するt互いとする」とを全会致を!22て

が最適な政府形態を選択可能な状態にするべきである。③自治 改正し、議会から政策リーダー（首相）を選出、 決定したの
体規模によ標って政治体制を柔軟に住民投票によって決定できる 首相が局長を任命、内閣を組織し、内閣におい

（ ことは世界準であり、住民の意思によって二元代表制か議院 て予算編成と行政執行を行う。市長は対外儀礼 2 予算・；去算特z11季昌会の局z11審査においてl<b眉a、f2区への予算当事業主』あ
6 内閣制かを選択できる自治法とすべき。そうすることで地方議 的事項を担い、議会に政策提言を行う。 る」止でから、区長の出席を求める涌告があった場合、当譲区長は、説明員止し

） 会の存在価値そのものを住民意思によって決定できる。 て出席する縫いとする」とを命令一致をま包2て決'.lE'したa

大
都 3 区づくり推進横浜市会議員会議の運営において、

市 ①協議事1百11.,.個性ある区づ三 U推進曹に加え．局岳s区への弔箪及び事業

自 に係る区主悪事業とする」とを全会一致をま12て法定L<t:.
，ミtロ. ②予算・決算についでの開催l<b市会におIiる予算・法算の審議・審査の前

に開催しs 協議内容が生密室れる志のとする」とを全会ー致をま』2で法定し
お
lナ ③ζ』会議の議事録を住成の2え議長に握出 k，議畏l基議事録~公開することを
る b区への権限移譲 民主 区への権限移譲にともなう議会としてのチェック機能のあり方 現状の区づくり推進会議にチェック機能はな

議 し、。 今会一致をもって決'.lE'した向

~ 
④会議の公開は、

の
－各区施設面等の課題があることから、現行どおりとする。

あ
－各区の場で協議すべきである。
－段階的に進めるべきである。

方 －工夫してできることを前提に進めるべきである。
との意見があった。

⑤会議の』性格11.,. 当面通理符どおU専鍾で設置する議長の招集会議とl山 含
議長への議会招集権の付与、臨時議会の活動 ~区への権限移譲や機能・組織体重ifの強化を握え当特z1障昌舎や帥方自治
制限の撤廃など議会活動の自由度の拡大、意 法第100条第12l~に慕づ三協議の場怠どとする」とを検誼するa また，条12!1

c固に対する働きか
ヨコ会

見書に対する関係省庁等の誠実回答の義務付 に規定し会議の伶晋付けを明確にすることを全会一致をもって決定したの

lナ け、並びに地方議会議員の責務の法的明確化
及び活動基盤の強化など、横浜市会として地方 ※ 区づくり推進横浜市会議員会議運営要領の改正案については、次回委員
六団体と連携を図るとともに国に対し地方自治 会において協議
法の改正を強力に求めること。

4 議会は、必要があると認めるときは、区で執行される事務その他区の行政に
ついて、具体的かつ個別的に検討する場を設置することを全会一致をもって決
定した。



－質疑・質問の形態

大分類（3）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目

1 質疑 E 質問の形態について
一括方式で実施している本会議での質疑・質問を審議上、質問者が一括方式、分割

方式、一問一答方式の質問形態を選択することについて協議した結果、
G:亙丘ζ怠占Lとする。
②ー栴育室t.分割弁式‘一問一答芳式の｛巽根制として宴椀する。
③段階を追って進める、定ずI士一括宵宝v－分割方式の撰択青I［で宴撤する。

との意見に分かれたため、引き続き協議することを決定した。 (H25. !. 9委員会）

2 質疑・質問の形態に即した議場の改修について
本会議での質疑・質問の形態により、質問者と答弁者の対面式や自席発言などが考

えられるが、どの程度までの改修が必要かについて協議した結果、
①翠丘ζ.iti!:!..とする。
②で告~節開で首修する。
③量盤JlH.Q2車盗をする。

との意見に分かれたため、引き続き協議することを決定した。 (H25. !. 9委員会）

5 



基本的な論点r< 1）議会・議員の活動原則」に関する他都市における特徴ある取り組み

※基本的な論点に基づき、各会派から提出された検討項目を整理した。その実施の有無を含め協議する。

6 
No.1 

基本的な論点 ｜｜論点に対する会派等 会派等提出の検討項目

提出の検討項目 他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状

大分類 i中分類 1 （抽象化） 提案
検討内容会派

各都市とも議会基本条例の前文で I住民の代表機関としての役割等」を明記

・【規定例】
・住民が自治体の長及び議会の議員知を直接選挙するという二元代表制の下、三重県民
の代表として選ばれている議員と 事は、それぞれが県民の負託にこたえる責務を
負っている（三重県）

－地方分権時代のさなかにあり、地方自治体の自己決定権の拡大が進むのに伴県びい、議
員代の合議体である県議会は、知事ととともに県民の直接選挙により選出された 民の
表であるというこ元代表制の一翼を担う存在として、その果たすべき役割及 責務

a位置付け l民主 ｜市政における議会の位置付けを明確にする。｜がますます増大してきており、県議会のあるべき姿を再確認し、明確にすることが求
められている（福島県）

議
会
・
議
員
の
活
動
原
則

①
議
会
の
活
動
原
則

b役割・責任
（議案等の審議・審
査、事務の監視・評
価、政策立案・調査研
究、意見書・決議等に
よる国等への意見表
明等）

・二元代表制における議会の地位・使命・責
自民 ｜務・権限

－議会の機能強化

－私たち名古屋市会は、選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であり、市民知
事の要である。憲法は、地方自治体の制度として、それぞれ直接選挙で選ばれた議員
からなる議会と市長とによる二元代表制をとっており、議会と市長とは、相互に独立
対等な立場で、緊張関係を保ちながら、市政を運営していく仕組みとなっている。す
なわち、議会は市の方針等を決定し、市の仕事が適切に行われているかをチェック
し、一方、市長は、行政の執行責任者として、市の施策を実施し、両者がそれぞれ適
切に役割を果たすことで、よりよい市政を実現していくことが期待されている（名古
屋市）

各都市とも議会基本条例において議会の活動原則として「議会の使命」、 「議会運
営の原則」、 「議会の役割・活動原貝rj」、 「議会の機能強化」、 「長との関係」、
「議会の説明責任」、 「県（市）民との関係J、 「広聴広報」などの項目を規定

【議会の使命】
県議会は民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約

し、県政に適切に反映させる（神奈川県）

考え方

横浜市会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代
表であり、市民自治の要である。
日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議会の議員と長をそれ

ぞれ住民が直接選挙し、議事機関としての合議制の議会と執行機関
として独任制の長とによる二元代表制をとっており、議会と長とは、相
互に独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、そ
れぞれの特性を活かし、適切にその役割を果たすことが求められてい
る。
近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分

権社会への転換が進められ、日本最大の市である横浜市において
は、大都市特有の課題をはじめとした多くの市政課題が複雑高度化
する中、横浜市会が多くの権限と責任を担う大都市の議会として、市
長その他の執行機関に対する監視及び評価並びに政策立案及び政
策提言など議会が果たすべく機能を最大限に発揮していくためには、
横浜市会の伝統を重んじながら、既存の枠組みにはとらわれない柔
軟な姿勢を併せ持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組ん
でいかなければならない。

【議会の役割】
議会は、合議制である議事機関としての特性を踏まえ、次に掲げる

役割を担うものとする。
(1）議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
(2）市長等の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
(3）市政等の調査研究を通じ、政策立案及び政策提言を行うこと。
(4）意見書、決議等により、国等への意見表明等を行うこと。

【議会の活動原則】
議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基

づき活動するものとする。
(1）議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
(2）市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市
民への説明責任を果たすこと。

(3）議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

二元代表制における議会・市長の責務
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基本的な論点「（1）議会・議員の活動原則』に関する他都市における特徴ある取り組み

No.2 

基本的な論点 論点に対する会派等 会派等提出の検討項目

提出の検討項目 他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 考え方

大分類 中分類
（抽象化） 提案

検討内容会派

a.位置付け 上記の中分類①議会の活動原則、 a位置付けと同様 上記の中分類①議会の活動原則、a位置付けと同様

【議員の役割】

自民 議員活動 議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、かっ、合
（ 議制の議事機関である議会を構成する一員として、次の役割を担うも

各都市とも議会基本条例において議員の活動原則として「議員の責務」、 「議員活 のとする。
） ーーーーー．．”・．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーー司ーーーー司．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・ーー－－－－－－－ーー”・・ 動」、 「議員の倫理」などの項目を規定 (1）議案等の審議及び審査等を行うこと。

② 
i華 E聾 (2）市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び

会 員 市会議員としての活動を明確化
【議員の費務】

政策提言を実行情う等このと。
議員倫は、公選による公職にある者として市民を代表して活動を行い、研さんに努め (3）各区の 把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映さの 高い 理観に基づいて行動し、市民からの負託に応えなければならない（北九州市） 規定、確認事項なしE議 ；舌 せること。

員 動
b.役割・責任

民主 ‘・・・“ーーーーーーー・・ーーーーー．．．．．．．．．．．．．．．．．．．晶ーーーーーーーー，．．．．．．．．．．．．．．．．
（議員間討議、住民意 【議員活動】

の 原 見の把握、能力研さん 市民の意見と市政に関する課題を的確に把握し政策の決定及び形成に適切に反映さ；舌 員リ 等） 市会議員としての責任、義務、権利などにつ せること、市民を代表する機関を構成する者として市民福祉の向上と市の発展に資す
〈づ【1議謡ぴ）き員長市員活のI期動民ま菅がすの沼前なる意語閣展原も見各則の望を号刑と】をすに持確る褐っにてげ把的る握確役し割な市判を果たすた役入制」掲げる原馴こ基動 いて明確にする。 る調査研A究宮6. を積極的に進めること、市の施策の効果を適切に評価しその公表に努める原

こと、議 における政策の決定の過程等について市民に説明すること（さいたま市） 政全体を見据えた幅広い視点及
貝『 ー・・・・・・・・晶画ーーーーーーーー司司『・『・・・・・・・・・・・・・・・・・・a圃岨ーーーーーー曙咽・ー・・・・・・・・・ 長 断を行うこと。

【議員の倫理I (2）議会は言論の場であること及び合議制の機関であることを踏ま
議員は県民の厳粛な負託により県政に携わる権能及び職責を有することを自覚し、 え、市民の代表として議員聞の活発な討議等により議会で十分な

公明 議員の責務と議員活動のあり方
県民の代表として公正性及び高潔性を保持しなければならない（福島県） 審議を尽くすこと。

(3）自らの変質の向上に不断に努めるとともに、高い倫理性を常に確
立し、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会活動を市民にわかりやす
く説明すること。


